
国立大学法人東京農工大学地域手当の支給割合に関する細則の一部を改正する細則 

国立大学法人東京農工大学地域手当の支給割合に関する細則（１８細則第１７号）の一部を次のとおり改正する。 

現行 改正後 備考 

国立大学法人東京農工大学地域手当の支給割合に関する細則 

 

平成１８年３月２７日

１８細則第１７号

 

第１条・第２条 略 

 

 

 

 

 

 

（平成２２年３月３１日までの間における職員給与規程第２６条の規定による支

給割合） 

第３条 平成２２年３月３１日までの間における職員給与規程第２６条の規定によ

る支給割合は、同条第１号から第３号までに掲げる地域にあっては１００分の１１、

第４号に掲げる地域にあっては１００分の４とする。 

 

 

  附 則  略 

 

 

第１条・第２条 略 

 

（人事交流者の特例） 

第３条 給与規程第２６条第５項の規定により地域手当を支給される職員のうち、

学長が特に認めた者の地域手当の支給割合については、同条同項の規定にかかわら

ず、学長が別に定める。 

 

（平成２２年３月３１日までの間における職員給与規程第２６条の規定による

支給割合） 

第４条 平成２２年３月３１日までの間における職員給与規程第２６条の規定に

よる支給割合は、同条第１号から第３号までに掲げる地域にあっては１００分の１

１、第４号に掲げる地域にあっては１００分の４とする。 

 

 

附 則  略 

 

 

附 則（１９細則第３号） 

 この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 


